
そ
の
２
・
運
輸
分
野

　
豊
か
な
市
民
生
活
を
実
現
す
る
上
で
、
市
民
の
移

動
を
支
え
る
交
通
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
マ
イ

カ
ー
の
普
及
が
著
し
く
進
ん
だ
今
日
に
あ
っ
て
も
、

市
民
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
鉄
道
・
バ
ス
・
タ

ク
シ
ー
等
の
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス
が
、
安
全
で
快
適

に
し
か
も
適
正
な
価
格
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
輸
送
サ
ー
ビ
ス
は
さ
ま
ざ
ま

な
民
間
企
業
と
公
営
企
業
と
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

る
現
状
が
あ
る
一
方
で
、
こ
れ
ら
へ
の
指
導
監
督
は

国
レ
ベ
ル
の
運
輸
・
建
設
・
警
察
等
の
多
く
の
省
庁

に
よ
り
分
担
さ
れ
て
い
る
。
都
市
自
治
体
と
し
て
ひ

と
つ
の
意
思
を
も
っ
た
総
合
交
通
政
策
の
確
立
は
な

か
な
か
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
と
り
わ
け
運
輸
行
政

の
許
認
可
件
数
は
二
千
件
近
く
あ
る
と
い
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
多
く
は
事
業
者
保
護
に
傾
き
が
ち
で
あ
り
、

市
民
・
消
費
者
サ
イ
ド
に
立
っ
た
規
制
緩
和
と
分
権

化
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
公
営
交
通
事
業
を
日
々
担
う
立
場
か

ら
、
市
民
生
活
に
直
接
関
係
す
る
、
①
バ
ス
事
業
の

路
線
新
設
や
事
業
計
画
の
変
更
、
②
バ
ス
・
地
下
鉄

の
運
賃
制
度
に
つ
い
て
現
状
を
紹
介
し
、
改
善
の
方

向
を
試
案
と
し
て
述
べ
る
。

１

バ
ス
事
業
の
路
線
新
設
及
び
事
業
計
画

の
変
更
等
に
つ
い
て

　
横
浜
市
営
バ
ス
は
、
平
成
六
年
三
月
末
現
在
、
横

浜
駅
等
の
主
要
駅
を
中
心
と
し
て
放
射
状
に
伸
び
る

百
四
十
六
路
線
、
五
百
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
営

業
キ
ロ
を
有
し
、
在
籍
車
両
千
三
両
（
一
般
乗
合
）

を
も
っ
て
一
日
当
た
り
約
四
十
八
万
人
の
乗
客
を
輸

送
し
て
い
る
。
こ
の
事
業
規
模
は
、
市
内
で
は
市
営

バ
ス
が
旧
市
街
地
か
ら
周
辺
部
に
路
線
を
拡
大
し
て

き
だ
の
に
対
し
、
外
周
部
を
主
な
事
業
エ
リ
ア
と
し

て
き
た
民
営
七
事
業
者
の
合
計
に
匹
敵
し
、
身
近
な

「
市
民
の
足
」
と
し
て
、
大
都
市
横
浜
の
合
理
的
な

都
市
交
通
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
発
展
（
環
境
問
題
へ

の
対
応
や
道
路
等
都
市
空
間
の
有
効
な
活
用
）
、
市

民
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
（
社
会
的
活
動
の
自
由
の
保

障
）
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

①
―
路
線
新
設
・
事
業
計
画
変
更
に
伴
う
手
続
き

　
バ
ス
事
業
者
は
公
営
・
民
営
を
問
わ
ず
、
路
線
の

新
設
（
延
長
）
や
運
行
系
統
・
運
行
回
数
等
の
事
業

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
「
道
路
運
送
事
業
の
適

正
な
運
営
及
び
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

道
路
運
送
に
関
す
る
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、

道
路
運
送
の
総
合
的
な
発
展
を
図
り
、
も
っ
て
公
共

の
福
祉
を
増
進
す
る
（
道
路
運
送
法
第
一
条
）
」
観

点
か
ら
、
関
東
運
輸
局
長
の
認
可
（
軽
微
な
も
の
に

つ
い
て
は
陸
運
支
局
へ
の
届
け
出
）
が
必
要
を
さ
れ

て
い
る
。
（
表
１
１
）

　
運
輸
局
長
が
認
可
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の

路
線
が
横
浜
市
の
市
域
内
に
あ
る
と
き
は
地
域
の
事

情
に
詳
し
い
市
長
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
（
道
路
運
送
法
第
九
〇
条
）
ほ
か
、
道
路
管
理

者
及
び
公
安
委
員
会
の
意
見
も
徴
す
る
こ
と
と
さ
れ

一
特
集
・
大
都
市
と
地
方
分
権
③
地
方
分
権
と
大
都
市
制
度
の
問
題
点

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
含
め
る
と
申
請
か
ら

認
可
ま
で
お
お
む
ね
二
か
月
を
要
し
て
い
る
。
ま
た
、

市
長
意
見
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
現
在
交
通
局

自
動
車
部
で
処
理
を
行
っ
て
い
る
。
（
図
ｌ
１
）

表－１　路線延長・事業計画変更の認可と届出

１
―
バ
ス
事
業
の
路
線
新
設
及
び
事
業
計
画

　
　
の
変
更
等
に
つ
い
て

２
―
市
営
バ
ス
・
地
下
鉄
事
業
の
運
賃
設
定

　
　
及
び
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

３
―
お
わ
り
に
Ｉ
総
合
交
通
政
策
の
確
立
に

　
　
向
け
て
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②
－
現
行
制
度
の
問
題
点

ア
　
市
営
バ
ス
が
路
線
新
設
等
を
行
う
に
あ
た
っ
て

は
、
地
域
住
民
へ
の
対
応
（
市
長
へ
の
手
紙
・
区
要

望
等
）
や
関
係
機
関
（
民
営
事
業
者
等
）
と
の
調
整

を
相
当
程
度
行
っ
て
お
り
、
市
レ
ベ
ル
で
事
務
は
完

結
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
東
運
輸
局
長
の
認
可

は
必
要
性
が
薄
い
。

イ
　
利
用
者
側
か
ら
は
、
輸
送
需
要
に
即
応
し
た
臨

機
応
変
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
認
可
に
要

す
る
時
間
的
ロ
ス
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
。

ウ
　
市
長
意
見
に
つ
い
て
は
、
交
通
局
自
動
車
部
に

お
い
て
処
理
し
て
い
る
が
、
市
営
バ
ス
に
関
す
る
事

案
に
つ
い
て
は
自
ら
の
申
請
に
対
し
て
意
見
を
表
す

る
こ
と
と
な
る
ほ
か
、
民
営
バ
ス
の
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
競
合
関
係
に
あ
る
同
業
者
と
し
て
の
立
場
と
明

確
な
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
の

こ
と
が
、
市
長
意
見
の
意
味
合
い
を
曖
味
な
も
の
と

図一１　認可手続き

し
て
い
る
。
（
表
－
２
）

③
―
バ
ス
輸
送
に
関
す
る
規
制
緩
和
と
地
方
分
権

　
以
上
の
よ
う
に
、
現
行
の
認
可
制
度
に
は
種
々
の

問
題
点
が
あ
り
、
今
後
、
全
国
的
な
規
制
緩
和
の
潮

流
の
中
で
改
善
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
運
行
回
数
が
三
十
回
以
下
の
路
線
の
変

更
や
、
子
系
統
の
新
設
、
停
留
所
の
新
設
・
廃
止
等

に
か
か
わ
る
認
可
を
届
け
出
に
す
る
こ
と
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
、
バ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
輸
送
機
関

は
、
大
都
市
の
機
能
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
上
で
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
規
制
緩
和
に
よ
り
完
全

な
競
争
原
理
の
も
と
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、

安
易
な
不
採
算
路
線
の
切
り
捨
て
な
ど
に
よ
っ
て
、

公
共
性
の
喪
失
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
危
険
性
を
は

ら
ん
で
い
る
。
バ
ス
輸
送
は
一
定
の
地
域
に
限
定
さ

表－２　市長意見照会件数

れ
た
問
題
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
対
す
る
対
策
は
、

当
該
地
域
を
担
当
す
る
自
治
体
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ

る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
青
森
県

の
津
軽
地
方
で
は
関
係
す
る
自
治
体
（
弘
前
市
他
四

市
町
村
）
と
当
該
地
域
の
輸
送
を
担
当
す
る
弘
南
バ

ス
等
を
中
心
と
し
て
、
地
域
の
バ
ス
輸
送
を
維
持
・

活
性
化
す
る
た
め
の
方
策
と
不
採
算
路
線
に
対
す
る

補
助
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
シ
ビ
ル
ミ

ニ
マ
ム
路
線
を
維
持
す
る
た
め
の
資
金
を
関
係
自
治

体
で
分
担
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
の
問
題
の
背
景
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
過
疎
化
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
進
行
に
よ
る
バ
ス
離
れ
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の

公
的
資
金
を
投
入
し
な
い
限
り
企
業
と
し
て
の
採
算

性
を
確
保
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
不
採
算
路
線

を
切
り
捨
て
る
こ
と
と
な
り
地
域
住
民
の
モ
ビ
リ
テ
ィ

が
確
保
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
端
を
発
し
て

い
る
。
本
市
の
よ
う
な
大
都
市
の
場
合
、
一
部
地
域

に
お
い
て
は
市
民
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
の
観
点
か
ら

生
活
不
採
算
路
線
を
維
持
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る

一
方
、
冒
頭
に
述
べ
た
合
理
的
な
都
市
交
通
シ
ス
テ

ム
の
維
持
・
発
展
と
い
う
観
点
も
非
常
に
重
要
な
意

義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
バ
ス
輸
送
の
問
題
は
そ
の

地
域
ご
と
に
問
題
の
所
在
の
仕
方
と
大
き
さ
が
異
な
っ

て
お
り
、
そ
の
解
決
に
は
地
域
の
事
情
に
明
る
い
自

治
体
が
主
導
権
を
も
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
バ
ス
輸
送
の
問
題
に

関
す
る
地
方
分
権
の
必
要
性
が
見
出
さ
れ
る
。

④
－
ま
と
め

　
　
ｌ
総
合
交
通
体
系
の
確
立
に
む
け
て
の
課
題

　
本
市
の
場
合
、
「
ゆ
め
は
ま
2
0
1
0
プ
ラ
ン
」

に
お
い
て
、
「
鉄
道
が
整
備
さ
れ
た
り
路
線
バ
ス
が
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ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
宅
か
ら

最
寄
駅
ま
で
お
お
む
ね
十
五
分
で
到
達
で
き
ま
す
」

と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
目
標
達
成
の
た

め
に
は
、
道
路
や
鉄
道
の
整
備
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

民
営
バ
ス
を
含
め
た
総
合
的
な
調
整
が
必
要
で
あ
る
。

交
通
局
は
あ
ぐ
ま
で
独
立
採
算
の
原
則
の
も
と
に
サ
ー

ビ
ス
を
供
給
す
る
事
業
体
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
運
営
経

費
の
大
半
は
利
用
者
か
ら
の
運
賃
収
入
を
も
っ
て
ま

か
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
他
の
民
間
バ
ス
事

業
者
と
立
場
は
同
一
で
あ
り
、
権
益
が
競
合
す
る
以

上
総
合
的
な
交
通
政
策
を
立
案
・
調
整
す
る
部
署
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

市
長
意
見
の
市
長
部
局
へ
の
移
管
や
、
さ
ら
に
抜
本

的
に
は
自
治
体
へ
の
許
認
可
権
の
移
譲
の
検
討
を
含

め
て
総
合
的
な
交
通
政
策
を
立
案
・
調
整
す
る
部
局

の
設
置
と
、
こ
れ
を
機
能
せ
し
め
る
た
め
の
財
源
確

保
が
本
市
に
お
け
る
公
共
交
通
問
題
を
解
決
す
る
た

め
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２

市
営
バ
ス
・
地
下
鉄
事
業
の
運
賃
設
定

及
び
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

　
横
浜
市
営
バ
ス
は
、
昭
和
三
年
に
当
時
の
電
気
局

が
三
十
両
、
七
路
線
で
運
行
を
開
始
し
た
。
運
賃
は

一
区
（
初
乗
り
）
七
銭
で
、
一
区
増
す
ご
と
に
七
銭

加
算
さ
れ
た
。
以
後
、
昭
和
四
十
一
年
ま
で
は
、
こ

の
よ
う
な
区
間
制
運
賃
を
採
用
し
て
い
た
が
、
文
字

ど
お
り
「
市
民
の
足
」
と
し
て
、
き
め
の
細
か
い
輸

送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
要
望
さ
れ
、
路
線
が
複
雑
化

し
た
こ
と
に
伴
い
、
利
用
者
に
わ
か
り
や
す
い
運
賃

と
い
う
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
昭
和
四
十
一
年
に
大

部
分
の
路
線
に
つ
い
て
、
均
一
制
運
賃
を
採
用
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
市
営
バ
ス
百
四
十
六

路
線
の
う
ち
民
営
バ
ス
と
競
合
す
る
郊
外
部
の
十
路

線
を
除
き
二
百
円
均
一
制
運
賃
と
な
っ
て
お
り
、
い

わ
ゆ
る
「
同
一
地
域
同
一
運
賃
」
の
原
則
に
基
づ
き
、

横
浜
市
内
の
民
営
バ
ス
と
も
同
調
し
た
運
賃
と
な
っ

て
い
る
。

　
一
方
、
市
営
地
下
鉄
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月

に
そ
れ
ま
で
の
路
面
電
車
に
代
わ
る
新
し
い
市
民
の

足
と
し
て
、
上
大
岡
～
伊
勢
佐
木
長
者
町
間
（
五
・

ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
六
駅
）
で
開
業
し
た
が
、
運
賃

制
度
と
し
て
は
初
乗
り
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
百
四

十
円
で
、
以
後
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
増
す
ご
と
に
十

円
を
加
算
す
る
対
キ
ロ
区
間
制
を
採
用
し
た
。
そ
の

後
、
延
伸
開
業
を
重
ね
、
現
在
で
は
戸
塚
～
あ
ざ
み

野
間
（
三
十
三
・
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
二
十
七
駅
）

で
営
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
間
運
賃
改
定
も
適

時
適
切
に
行
い
、
現
行
運
賃
は
初
乗
り
三
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ま
で
百
八
十
円
で
、
以
後
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

増
す
ご
と
に
三
十
円
を
加
算
す
る
同
じ
く
対
キ
ロ
区

間
制
と
な
っ
て
い
る
。

①
―
運
賃
設
定
及
び
変
更
手
続
き
の
現
状

　
市
営
バ
ス
及
び
地
下
鉄
事
業
は
市
民
生
活
に
密
着

し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
あ
り
、
そ
の
対
価
で
あ
る

運
賃
に
つ
い
て
は
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
（
横
浜
市
交
通
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
第

一
〇
条
）
。
よ
っ
て
、
運
賃
改
定
を
実
施
す
る
場
合

は
、
ま
ず
住
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
に
お
い
て
慎
重

に
審
議
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
運
賃
条
例
改
正
の
議
決
を

得
た
後
、
道
路
運
送
法
第
九
条
第
一
項
、
鉄
道
事
業

法
第
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
地
方
運
輸
局
長
を
経

由
し
、
運
輸
大
臣
へ
申
請
す
る
。
運
輸
大
臣
は
申
請

内
容
の
審
査
を
行
う
と
同
時
に
、
運
輸
省
設
置
法
等

に
基
づ
き
運
輸
審
議
会
に
諮
問
し
、
運
輸
審
議
会
は

一
特
集
・
大
都
市
と
地
方
分
権
③
地
方
分
権
と
大
都
市
制
度
の
問
題
点

審
議
及
び
必
要
に
応
じ
事
業
者
聴
聞
等
を
行
い
、
そ

の
結
果
を
運
輸
大
臣
へ
答
申
す
る
。
二
方
、
交
通
事

業
の
運
賃
は
公
共
料
金
の
一
つ
で
あ
る
た
め
経
済
企

画
庁
と
も
協
議
を
行
い
、
物
価
問
題
関
係
閣
僚
会
議

の
了
承
を
得
る
。
運
輸
大
臣
は
こ
れ
ら
の
手
続
き
完

了
後
に
認
可
を
行
い
、
一
定
期
間
の
告
示
後
に
実
施

と
い
う
手
順
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
複
雑
な
事
務
手
続

き
の
流
れ
を
示
し
た
の
が
図
ｌ
２
で
あ
る
。

　
②
‐
現
行
手
続
き
の
問
題
点

　
ア
地
方
自
治
体
と
国
と
の
関
係

　
地
方
自
治
体
が
経
営
す
る
地
方
公
営
企
業
の
運
賃

改
定
の
場
合
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
の
ほ
か
議
会
で

の
条
例
改
正
が
必
要
と
な
る
た
め
、
事
務
手
続
き
が

長
期
化
。
（
準
備
期
間
を
含
め
る
と
最
低
で
も
六
か
月

以
上
）
・
煩
雑
化
し
、
適
切
な
時
期
に
お
け
る
実
施

を
困
難
に
し
、
財
政
運
営
上
大
き
な
支
障
が
生
じ
る

場
合
が
あ
り
、
こ
れ
を
国
に
お
い
て
補
て
ん
す
る
制

度
も
な
い
。
ま
た
、
手
続
き
の
手
順
と
し
て
も
議
会

で
運
賃
条
例
議
決
後
に
運
輸
大
臣
に
虫
閑
す
る
た
め
、

議
会
と
国
と
の
調
整
が
難
し
く
、
両
者
が
相
反
す
る

判
断
を
し
た
場
合
は
事
実
上
調
整
困
難
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
条
例
で
は
運
賃
の
上
限
を
定
め
、
そ
の

範
囲
内
で
交
通
事
業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
い
う

明
確
性
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
さ
ら
に
基
本
運
賃
だ
け
で
な
く
利
用
者
サ
ー
ビ
ス

　
の
一
環
と
し
て
導
入
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
乗
継
ぎ

　
割
引
乗
車
券
、
企
画
乗
車
券
等
の
各
種
運
賃
制
度
に

　
つ
い
て
も
、
手
続
き
は
原
則
と
し
て
同
様
で
、
住
民

　
の
代
表
で
あ
る
議
会
か
ら
の
要
望
や
意
見
が
十
分
に

　
反
映
さ
れ
ず
、
地
域
に
密
着
し
、
利
用
者
ニ
し
ス
に

。
即
応
し
た
運
賃
制
度
の
導
入
を
困
難
に
し
て
い
る
場

　
合
も
あ
る
。
な
お
、
地
下
鉄
事
業
に
お
い
て
は
、
昭
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図―２　市営バス・地下鉄運賃改定事務手続き

○
能
率
的
な
経
営
の
も
と
で
適
正
な
原
価
を
償
い
、

　
適
正
な
利
潤
を
含
む
こ
と
（
基
本
原
則
）

○
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
者
に
対
し
公
平
で
あ
る
こ
と

○
利
用
者
の
負
担
能
力
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る

　
こ
と

○
他
事
業
者
と
不
当
競
争
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ

　
が
な
い
こ
と

和
六
十
二
年
に
地
方
鉄
道
法
に
代
わ
っ
て
鉄
道
事
業

法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
割
引
運
賃
に
つ
い

て
は
一
定
の
条
件
（
総
収
入
を
減
少
さ
せ
な
い
、
期

間
・
区
間
等
を
限
定
、
五
割
引
以
内
）
の
も
と
で
運

輸
大
臣
へ
の
届
け
出
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

イ
国
内
部
の
関
係

　
特
に
国
に
お
け
る
手
続
き
の
中
で
は
、
運
輸
省

（
本
省
）
の
審
査
の
ほ
か
、
運
輸
審
議
会
の
審
議
、

経
済
企
画
庁
と
の
協
議
、
さ
ら
に
内
容
に
よ
っ
て
は

権
限
移
譲
に
よ
り
地
方
運
輸
局
の
審
査
が
ほ
ぼ
同
時

に
行
わ
れ
る
た
め
、
複
雑
な
事
務
手
続
き
に
加
え
、

こ
れ
ら
の
資
料
作
成
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
膨
大
な
業
務

量
と
な
り
、
担
当
者
は
最
盛
期
に
は
月
二
十
回
も
霞

が
関
に
通
っ
た
と
い
う
例
も
あ
る
。

ウ
運
賃
の
認
可
基
準
と
の
問
題
点

　
道
路
運
送
法
及
び
鉄
道
事
業
法
で
定
め
ら
れ
て
い

る
運
輸
大
臣
の
運
賃
認
可
基
準
と
し
て
は
、

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
特
に
基
本
原
則
で
あ
る
「
原
価
主
義
」

に
つ
い
て
は
、
バ
ス
事
業
で
は
維
持
し
て
い
る
も
の

の
、
多
額
な
資
本
費
負
担
を
要
す
る
地
下
鉄
事
業
経

営
に
お
い
て
は
、
す
で
に
形
骸
化
し
、
実
際
に
は
他

都
市
地
下
鉄
と
の
横
並
び
や
、
近
郊
鉄
道
・
バ
ス
と

の
運
賃
格
差
の
状
況
、
さ
ら
に
は
一
定
の
周
期
等
を

考
慮
し
決
定
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
政
策
的
な
運
賃
と
な
っ

て
い
る
。
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ま
た
、
バ
ス
事
業
に
お
い
て
は
、
安
定
・
継
続
し

た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
事
業
者
間
の
不
当
競
争
防
止

の
ほ
か
、
利
用
者
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い
運
賃

と
す
る
た
め
、
横
浜
市
内
の
バ
ス
路
線
は
民
営
も
含

め
て
同
一
運
賃
（
同
一
地
域
同
一
運
賃
の
原
則
）
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
こ
の
「
同
一
地

域
同
一
運
賃
の
原
則
」
も
タ
ク
シ
ー
業
界
や
都
内
の

バ
ス
事
業
の
一
部
に
お
い
て
崩
れ
て
き
て
お
り
、
今

後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
。

③
‐
改
善
を
検
討
す
べ
き
事
項

　
公
共
交
通
事
業
は
国
民
に
対
し
、
日
常
生
活
や
経

済
活
動
に
不
可
欠
な
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
利
用
者
の
利
便
を
保
護
し
、
か
つ

事
業
の
存
立
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
そ
の
運
賃
が
適

正
に
定
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

必
要
性
は
経
営
主
体
が
私
人
で
あ
る
場
合
と
公
営
で

あ
る
場
合
と
で
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
公
営
企
業
の
場
合
は

民
営
交
通
事
業
者
と
は
異
な
り
、
住
民
の
福
祉
増
進

を
目
的
と
す
る
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
地
方
議
会
の
審
議
・
議
決
を
経
た
運

賃
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
上
さ
ら
に
運
輸
大
臣
へ

の
認
可
手
続
き
は
不
要
と
し
、
同
大
臣
へ
の
事
後
届

け
出
へ
と
改
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
行
政
事
務

の
簡
素
化
、
迅
速
化
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

　
な
お
、
事
業
を
運
営
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
重
要

な
安
全
性
の
確
保
、
効
率
的
な
経
営
、
輸
送
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
等
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
運
輸
省
が

監
督
官
庁
と
し
て
事
業
者
に
対
し
、
適
時
適
切
に
指

導
を
行
っ
て
い
く
必
要
性
は
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え

る
。

３

お
わ
り
に
ー
総
合
交
通
政
策
の

確
立
に
向
け
て

　
二
〇
一
〇
年
の
横
浜
の
望
ま
し
い
姿
を
描
い
た

「
ゆ
め
は
ま
2
0
1
0
プ
ラ
ン
」
で
は
、
快
適
で
便

利
な
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
「
鉄
道
が
整
備
さ
れ

た
勺
路
線
バ
ス
が
ス
ピ
ー
ド
ア
．
ツ
プ
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
自
宅
か
ら
最
寄
駅
ま
で
お
お
む
ね
十
五
分
で

到
達
で
き
ま
す
」
と
い
う
目
標
に
よ
り
表
現
し
て
い

特
集
・
大
都
市
と
地
方
分
権
③
地
方
分
権
と
大
都
市
制
度
の
問
題
点

る
。
こ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
は
、
放
射
環
状
型
の

き
め
の
細
か
い
道
路
網
や
鉄
道
網
の
整
備
が
ま
ず
求

め
ら
れ
る
。
同
時
に
、
市
内
の
公
共
交
通
を
担
う
民

営
の
バ
ス
・
鉄
道
事
業
者
と
の
連
携
・
調
整
が
必
要

不
可
欠
と
な
る
。
交
通
局
は
あ
く
ま
で
独
立
採
算
の

原
則
の
下
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
一
事
業
者
に
す

ぎ
ず
、
民
間
事
業
者
と
立
場
は
同
一
で
あ
る
。
権
益

が
競
合
す
る
以
上
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る

総
合
的
な
交
通
政
策
を
立
案
調
整
す
る
部
署
と
し
て

交
通
局
は
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
バ
ス
路
線
新
設
等
へ
の
市
長
意
見
の
市

長
部
局
へ
の
移
管
や
、
よ
り
身
近
な
政
府
で
あ
る
大

都
市
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
許
認
可
権
の
移
譲
の
検
討
を

含
め
て
、
総
合
的
な
交
通
政
策
を
立
案
調
整
す
る
部

局
の
設
置
と
こ
れ
を
裏
付
け
る
財
源
の
確
保
が
、
横

浜
市
に
お
け
る
望
ま
し
い
公
共
交
通
の
あ
り
方
に
向

け
た
ひ
と
つ
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Λ
出
口
則
夫
と
父
通
局
経
営
計
画
担
当
係
長
／
菅
沼

稔
＝
同
経
理
課
経
理
第
二
係
長
／
加
賀
生
雄
＝
同
電

車
部
管
理
課
管
理
第
一
係
長
Ｖ
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